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1.

2.

有 品　　　　　　　番

別   　 紙

別 　   紙

無 別   　 紙

上記、または同等機種以上。

   極力部品交換を行わない万全の保守を行うものとする。

台数　６台

防 犯 カ メ ラ

複数拠点の一括確認ができる他、拠点遠隔監視ソフトウェアが標準装備されていること。

停電等の際、復旧時には自動復旧となる構成とすること。

映像入力　８CH以上であること

映像信号　ＥＸ－ＳＤＩ／ＨＤ－ＳＤＩ方式、ＩＰ方式及びＡＨＤ方式のいずれかに対応すること。

記憶媒体　内臓ＨＤＤ　２ＴＢ以上、24時間録画で２週間以上の撮影が可能なこと。

録画モード　連続／モーション／スケジュール／緊急の録画設定が可能であること。

各カメラ毎に画質／フレーム数の設定が可能であること。

録画データをＵＳＢメモリにコピーが可能であること。

設置場所は別紙図面を参照すること。

２１．５型の液晶モニター

　・カメラの方向が当初の設置方向と変更されていないこと。

○保守に要する費用等は、すべて含むものとする。

既設の配管は再利用をしてもよいものとする。

○契約期間内において年２回下記の保守点検（メンテナンス）を実施すること。

○保守点検の結果は、担当部署へ報告するものとし、様式は協議の上決定するものとする。

○契約期間内において、異常表示ランプ等が点灯した場合は、速やかに対応し結果を報告す

　ること。

　・カメラ等機器の異常の確認、時計の調整等を行うこと。

最大表示解像度　1920×1080（フルＨＤ）

入力端子　HDMI・アナログRGMに対応のこと。

　・画像が１４日間分以上継続録画されているか確認すること。

監 視 モ ニ タ ー

5.

6.

規

格

その他の条件

保 守 条 件

カタログを提出してください。

録画画像の再生時（コピー後の映像を含む）に撮影日時が表示される機能を持つこと。

4.

松阪市嬉野生涯学習センター防犯カメラ借上げ仕様書

防犯カメラ、デジタルレコーダー、監視モニター

カメラ６台、ビデオ1台、液晶モニター1台（嬉野生涯学習センター）

3.

メーカー名等（製造会社名）

ＨＩＫＶＩＳＩＯＮ

アツミ電気㈱

㈱ティービーアイ

物 件 名

数 量

参 考 機 種

同 等 品

○故障時は、担当課の指示により、迅速に適切な修理を行えるサービスエンジニアを配備若し

   くは手配するものとする。

○契約期間中、防犯カメラシステムが常時正常な状態で使用できるよう点検・整備を実施し、

停電から複電時に自動復旧ができること。

屋外・屋内仕様であること。

有効画素数　約200万画素以上。

遠隔での画角・ピント調整機能があること。

赤外線照射距離　最大約４０ｍ

天井及び側面に取付けが可能なこと。

デジタルレコーダー

同等品で見積もる場合は、指定期日までに必ず「同等品承諾願書」にて担当課の承諾を得ること。

録画映像の再生時、に撮影日時が表示される機能を持つこと。

操舵性について、切り替え操作は簡単な操作で行えるものとし、ログイン等不要とすること。
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8.

9.

11.

14. 連 絡 先 （ 担 当 課 ）

　・この仕様書に定めない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

  ・入札金額（税抜）は、運搬・荷造費・設置・接続費を含めるものとする。

　・入札金額（税抜）は、カメラ６台、ビデオ1台、液晶モニター1台の合計分の借上料を記載す

　　ること。

　  ものとする。

　 じた場合は契約開始月に支払う）を支払うものとする。

　・見積書に記載した入札金額に100分の110を乗じて得た金額を60等分した金額（端数が生

　・費用の支払いは、毎月後払いとし、その都度請求書を提出し銀行振り込み等により支払う

松阪市嬉野生涯学習センター（松阪市嬉野町1429-1）

令和2年7月31日

令和２年８月1日から令和７年７月３１日契 約 期 間

設 置 （ 納 入 ） 期 限

13.

設 置 （ 納 入 ） 場 所

見 積 方 法10.

12.

契 約 方 法

支 払 方 法

そ の 他

松阪市教育委員会事務局　北部教育事務所　担当：杉山　電話：0598-48-3821

　・長期継続契約とする。

　・火災、盗難、破裂、爆発、落雷、風水害及びいたずら等により、当該機器が損害を受けた場

　 合は、速やかに修理・交換等の対応を行うこと、その費用は原則貸出側の負担とする。

　・配線にあたっては、ケーブルを露出しないこと。

　・既設機器設備で不要となるものは撤去し、法令に基づき適切に適切に処分することとし、その

　 費用は本受託費用に含むものとする。

　・受託者は、設置後防犯カメラ設備の簡易操作マニュアルを作成し、取り扱い説明を行うこと。

　・点検等のために録画装置より外部に取り出した画像データを、確実に削除すること。また、画

　　像から知り得た情報は外部に漏らさないこと。


